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(57)【要約】
【課題】携帯電話端末が無線接続される無線ルータと親
機とが直接に接続されていない状況下でも、親機に接続
される有線ルータを介して無線ルータの情報を親機が登
録することで、親機と携帯電話端末との間で無線ルータ
を介して相互に無線通信する。
【解決手段】ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０
と直接接続し、有線ルータ２３０のＢＳＳＩＤと有線ル
ータに接続される複数の無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂ
のＢＳＳＩＤとを取得する。ドアホン親機２１０は、こ
れらのＢＳＳＩＤをＢＳＳＩＤリストとしてスマートフ
ォン２５０に送信する。スマートフォン２５０は、ドア
ホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤリストを記憶
し、いずれかの無線ルータ２４０Ａ又は無線ルータ２４
０Ｂに接続された場合に、その無線ルータのＢＳＳＩＤ
がドアホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤリスト
中に含まれる場合に、ドアホン親機２１０との間を宅内
接続モードで無線接続する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と、
　前記親機との間で有線ルータ又は無線ルータを介して通信可能である携帯電話端末と、
を含むホームネットワークシステムであって、
　前記親機は、有線ルータと直接接続し、この有線ルータの情報とこの有線ルータに接続
される複数の無線ルータの情報とを取得し、取得された前記有線ルータの情報と前記複数
の無線ルータの情報とを親機接続ルータ情報として、前記有線ルータを介して前記携帯電
話端末に送信し、
　前記携帯電話端末は、記憶部を有し、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報
を前記記憶部に記憶し、
　前記携帯電話端末は、いずれかの前記無線ルータに接続された場合に、その無線ルータ
の情報が、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報に含まれた場合に、前記親機
との間の無線接続モードを宅内接続モードで無線接続する、
　ホームネットワークシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のホームネットワークシステムであって、
　前記携帯電話端末は、接続されたいずれかの前記無線ルータの情報が、前記親機から送
信された前記親機接続ルータ情報に含まれない場合に、前記親機との間の無線接続モード
を宅外接続モードで無線接続する、
　ホームネットワークシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のホームネットワークシステムであって、
　前記親機は、前記有線ルータの情報と前記有線ルータに接続される複数の無線ルータの
情報とを、前記親機接続ルータ情報として定期的に取得する、
　ホームネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のホームネットワークシステムであって、
　前記親機は、前記親機接続ルータ情報を定期的に送信する、
　ホームネットワークシステム。
【請求項５】
　宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能であり、有線ルータ
又は無線ルータを介して携帯電話端末と通信可能である電話装置であって、
　前記有線ルータとの接続を検知する有線接続検知部と、
　前記有線接続検知部により直接の接続が検知された前記有線ルータの情報と前記有線ル
ータに接続される複数の無線ルータの情報とを取得するルータ情報取得部と、
　前記ルータ情報取得部により取得された前記有線ルータの情報と前記複数の無線ルータ
の情報とを、親機接続ルータ情報として前記携帯電話端末に送信する第１通信部と、
　前記携帯電話端末がいずれかの前記無線ルータに接続された時に記憶したその無線ルー
タの情報が、前記親機接続ルータ情報に含まれる場合に前記携帯電話端末から送信された
宅内判定通知を基に、前記携帯電話端末との間の無線接続モードを宅内接続モードに切り
替える制御部と、を備える、
　電話装置。
【請求項６】
　宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と、前記親機
との間で有線ルータ又は無線ルータを介して通信可能である携帯電話端末と、を含むホー
ムネットワークシステムにおける接続先同期方法であって、
　前記親機は、有線ルータと直接接続し、この有線ルータの情報とこの有線ルータに接続
される複数の無線ルータの情報とを取得し、取得された前記有線ルータの情報と前記複数
の無線ルータの情報とを親機接続ルータ情報として、前記有線ルータを介して前記携帯電
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話端末に送信し、
　前記携帯電話端末は、記憶部を有し、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報
を前記記憶部に記憶し、
　前記携帯電話端末は、いずれかの前記無線ルータに接続された場合に、その無線ルータ
の情報が、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報に含まれた場合に、前記親機
との間の無線接続モードを宅内接続モードで無線接続する、
　接続先同期方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホームネットワークシステム、電話装置及び接続先同期方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅用のインターホン（「ドアホン」とも呼ばれる）は、住宅の玄関外部の脇に設置さ
れる玄関子機と、室内に設置されるインターホン親機とで構成され、玄関から室内を呼び
出して通話が可能である。つまり、居住者は玄関を開けることなく来客者と会話して確認
できるため、防犯の目的で設置されることが多い。このようなインターホンは、通常、住
宅建設時に工事業者によって設置されることが多い。インターホン親機は、玄関子機と接
続されるとともに有線ルータにも接続され、有線ルータを介して各種のデータを送受信可
能である。
【０００３】
　このようなドアホンシステムに関連する先行技術として、例えば特許文献１に示す通信
システムが知られている。特許文献１に示すテレビドアホンシステムでは、利用者（例え
ば上述した居住者）が外出中に訪問者の訪問があり、訪問者が玄関子機の呼出スイッチを
押下した場合に、玄関子機は訪問者の画像及び音声を捕捉する。室内親機は、玄関子機に
より捕捉された訪問者の画像及び音声のデータを、携帯電話網を介して外出中の利用者の
携帯電話機に送信する。また、室内親機は、利用者の応答を携帯電話機から受信し、利用
者の応答音声を玄関子機から出力する。これにより、テレビドアホンシステムによれば、
利用者が外出先にいても携帯電話機で訪問者に応対することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３４１０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の構成では、宅内親機と携帯電話機とは、常に携帯電話網を
介して無線通信を行うので、例えば利用者が自宅で利用する場合、携帯電話機で訪問者に
応対しようとすると、携帯電話網の利用に伴う通信費用が必然的に発生する。特に、玄関
子機のカメラにより撮像された画像データや玄関子機のマイクにより収音された音声デー
タを共に送信する場合、通信データ量が多くなるので、通信費用が割高となってしまう。
【０００６】
　一方で、特許文献１と同様に、通信費用の増大を抑制するために、上述したインターホ
ン親機（つまり、住宅建設時に有線ルータに接続された状態のインターホン親機）に対す
る子機として、携帯電話機を使用して無線接続することを考える。例えば、インターホン
親機は有線ＬＡＮで接続された有線ルータを介して複数の無線ルータと接続され、かつ、
インターホン親機の子機として無線接続の対象となる携帯電話機がいずれかの無線ルータ
とのみ無線接続される場合を想定する。この状況では、インターホン親機は、有線ルータ
の情報しか登録しておらず、有線ルータに接続されている無線ルータの情報を登録してい
ない。このため、インターホン親機と携帯電話機との間で無線接続できず、依然として、
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インターホン親機は携帯電話網を介して携帯電話機と接続しなければならず、通信費用の
増大の抑制が困難であった。また、インターホン親機が携帯電話機との間で携帯電話網を
介して無線接続する場合には、セキュリティの観点から携帯電話機において使用可能な機
能に制限がかかる等、ユーザの使い勝手が良くなかった。
【０００７】
　本発明は、上述した従来の状況に鑑みてなされたものであり、宅内において、携帯電話
端末が無線接続される無線ルータと親機とが直接に接続されていない状況下でも、携帯電
話端末と無線ルータとの接続の変更なく、親機に接続される有線ルータを介して無線ルー
タの情報を親機が登録することで、親機と携帯電話端末との間で無線ルータを介して相互
に無線通信でき、通信費用の増大を抑制するとともにユーザの使い勝手を向上するホーム
ネットワークシステム、電話装置及び接続先同期方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と
、前記親機との間で有線ルータ又は無線ルータを介して通信可能である携帯電話端末と、
を含むホームネットワークシステムであって、前記親機は、有線ルータと直接接続し、こ
の有線ルータの情報とこの有線ルータに接続される複数の無線ルータの情報とを取得し、
取得された前記有線ルータの情報と前記複数の無線ルータの情報とを親機接続ルータ情報
として、前記有線ルータを介して前記携帯電話端末に送信し、前記携帯電話端末は、記憶
部を有し、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報を前記記憶部に記憶し、前記
携帯電話端末は、いずれかの前記無線ルータに接続された場合に、その無線ルータの情報
が、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報に含まれた場合に、前記親機との間
の無線接続モードを宅内接続モードで無線接続する、ホームネットワークシステムを提供
する。
【０００９】
　また、本発明は、宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能で
あり、有線ルータ又は無線ルータを介して携帯電話端末と通信可能である電話装置であっ
て、前記有線ルータとの接続を検知する有線接続検知部と、前記有線接続検知部により直
接の接続が検知された前記有線ルータの情報と前記有線ルータに接続される複数の無線ル
ータの情報とを取得するルータ情報取得部と、前記ルータ情報取得部により取得された前
記有線ルータの情報と前記複数の無線ルータの情報とを、親機接続ルータ情報として前記
携帯電話端末に送信する第１通信部と、前記携帯電話端末がいずれかの前記無線ルータに
接続された時に記憶したその無線ルータの情報が、前記親機接続ルータ情報に含まれる場
合に前記携帯電話端末から送信された宅内判定通知を基に、前記携帯電話端末との間の無
線接続モードを宅内接続モードに切り替える制御部と、を備える、電話装置を提供する。
【００１０】
　また、本発明は、宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な
親機と、前記親機との間で有線ルータ又は無線ルータを介して通信可能である携帯電話端
末と、を含むホームネットワークシステムにおける接続先同期方法であって、前記親機は
、有線ルータと直接接続し、この有線ルータの情報とこの有線ルータに接続される複数の
無線ルータの情報とを取得し、取得された前記有線ルータの情報と前記複数の無線ルータ
の情報とを親機接続ルータ情報として、前記有線ルータを介して前記携帯電話端末に送信
し、前記携帯電話端末は、記憶部を有し、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情
報を前記記憶部に記憶し、前記携帯電話端末は、いずれかの前記無線ルータに接続された
場合に、その無線ルータの情報が、前記親機から送信された前記親機接続ルータ情報に含
まれた場合に、前記親機との間の無線接続モードを宅内接続モードで無線接続する、接続
先同期方法を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、宅内において、携帯電話端末が無線接続される無線ルータと親機とが
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直接に接続されていない状況下でも、携帯電話端末と無線ルータとの接続の変更なく、親
機に接続される有線ルータを介して無線ルータの情報を親機が登録することで、親機と携
帯電話端末との間で無線ルータを介して相互に無線通信でき、通信費用の増大を抑制する
とともにユーザの使い勝手を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態のドアホンシステムの構成及び動作の概略例を示す図
【図２】ドアホン親機の内部構成の一例を詳細に示すブロック図
【図３】スマートフォンの内部構成の一例を詳細に示すブロック図
【図４】ドアホン親機をアクセスポイントモードで動作させ、ドアホン親機２１０への接
続先としてスマートフォン２５０を新規に登録する例を示す説明図
【図５】第１の実施形態のドアホンシステムにおける接続先同期動作の一例を詳細に説明
するシーケンス図
【図６】第２の実施形態のドアホンシステムの構成及び動作の概略例を示す図
【図７】第２の実施形態のドアホンシステムにおける接続先同期動作の一例を詳細に説明
するシーケンス図
【図８】第２の実施形態のドアホン親機の動作手順の一例を詳細に説明するフローチャー
ト
【図９】第２の実施形態のスマートフォンの動作手順の一例を詳細に説明するフローチャ
ート
【図１０】変形例１における宅内監視システムの構成の概略例を示す図
【図１１】図１０に示す宅内監視システムにおける親機の内部構成の一例を詳細に示すブ
ロック図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１の実施形態に至る経緯・課題）
　上述した特許文献１の構成では、宅内親機と携帯電話機とは、常に携帯電話網を介して
無線通信を行うので、例えば利用者が自宅で利用する場合、携帯電話機で訪問者に応対し
ようとすると、携帯電話網の利用に伴う通信費用が必然的に発生する。特に、玄関子機の
カメラで撮像された画像データや玄関子機のマイクにより収音された音声データを共に送
信する場合、通信データ量が多くなるので、通信費用が割高となってしまう。
【００１４】
　一方で、特許文献１と同様に、通信費用の増大を抑制するために、上述したインターホ
ン親機（つまり、住宅建設時に有線ルータに接続された状態のインターホン親機）に対す
る子機として携帯電話機を使用して無線接続することを考える。携帯電話機に無線接続可
能な無線ルータをインターホン親機に対して後から繋ぎ、無線ルータを介して携帯電話機
とインターホン親機とを無線接続することが可能である。しかし、インターホン親機は、
住宅建設直後の初期接続先として有線ルータの接続先情報しか登録しておらず、無線ルー
タの接続先情報は登録されていない。このため、インターホン親機が無線ルータの接続先
情報を登録していないと、インターホン親機と携帯電話機との間で無線接続できず、依然
として、インターホン親機は携帯電話網を介して携帯電話機と無線接続しなければならず
、通信費用の増大の抑制が困難であった。また、インターホン親機が携帯電話機との間で
携帯電話網を介して無線接続する場合には、セキュリティの観点から携帯電話機において
使用可能な機能に制限がかかる等、ユーザの使い勝手が良くないこともあった。
【００１５】
　そこで、第１の実施形態では、宅内において、携帯電話端末との間で無線通信可能な無
線ルータと接続するための情報が親機に登録された時点で、親機と携帯電話端末との間で
無線ルータの情報を共有し、親機と携帯電話端末との間で無線ルータを介して相互に無線
通信でき、通信費用の増大を抑制するとともにユーザの使い勝手を向上するホームネット
ワークシステム、電話装置及び接続先同期方法の例を説明する。
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【００１６】
　以下、適宜図面を参照しながら、本発明に係るホームネットワークシステム、電話装置
及び接続先同期方法を具体的に開示した各実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に
詳細な説明は省略する場合がある。例えば既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同
一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長に
なるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面及び以下の説明は
、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求
の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
【００１７】
（第１の実施形態）
　本発明に係るホームネットワークシステムとして、第１の実施形態では、例えば住宅建
設時に設置されるインターホンシステム（又は「ドアホンシステム」と呼称されることが
ある）を例示して説明する。以下、インターホンシステムをドアホンシステムと記載する
。
【００１８】
　図１は、第１の実施形態のドアホンシステム２００の構成及び動作の概略例を示す図で
ある。ドアホンシステム２００は、例えば住宅建設時又はリフォーム時の工事によってそ
の住宅内に設置される。ドアホンシステム２００では、訪問者によって玄関子機２６０の
呼出ボタンが押下された場合、ドアホン親機２１０が呼び出し音でユーザに知らせるとと
もに、玄関子機２６０に内蔵されたカメラにより撮像された訪問者の画像をドアホン親機
２１０の画面に表示し、また、ユーザと訪問者との間の音声通話を可能にする。
【００１９】
　本実施形態のドアホンシステム２００は、ドアホン親機２１０と、玄関子機２６０と、
ドアホン子機２６５と、有線ルータ２３０と、無線ルータ２４０と、スマートフォン２５
０とを含む構成である。以下、図５、図７においてスマートフォンを「スマホ」と略記し
ている。図１中、点線枠ｗ１は、住宅の建設又はリフォームの工事請負業者が住宅を建設
する時又はリフォームする時に設置する電気機器の範囲を示す。言い換えると、住宅の建
設又はリフォームの工事請負業者が住宅を建設する時又はリフォームする時に、ドアホン
親機２１０、玄関子機２６０、ドアホン子機２６５、有線ルータ２３０が使用可能に設置
される。
【００２０】
　本実施形態の電話装置の一例としてのドアホン親機２１０は、訪問者により玄関子機２
６０の呼出ボタンが押下された場合、スピーカ２２６（図２参照）から呼び出し音を出力
するとともに、玄関子機２６０に内蔵されたカメラにより撮像された訪問者の画像をタッ
チパネル２２５（図２参照）に表示する。
【００２１】
　また、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０に接続されている場合には、有線ルー
タ２３０を介して、有線ルータ２３０に接続された電気機器との間で通信可能である。
【００２２】
　また、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０に接続され、かつ有線ルータ２３０が
携帯回線網ＮＷ等のインターネット網に接続されている場合には、有線ルータ２３０を介
して、携帯回線網ＮＷに接続された機器（例えばスマートフォン２５０）との間で通信可
能である。
【００２３】
　また、ドアホン親機２１０は、後述するように、通信に関する接続先が有線ルータ２３
０から無線ルータ２４０に切り替えられた場合には、有線ルータ２３０に接続された無線
ルータ２４０を介してスマートフォン２５０との間で無線通信可能である。なお、図１で
は有線ルータ２３０と無線ルータ２４０とがケーブル等で接続されたように図示されてい
るが、有線ルータ２３０と無線ルータ２４０とは接続されていなくても構わない。この場
合、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０を介さずに、無線ルータ２４０だけを介し
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て、スマートフォン２５０との間で無線接続することができる。
【００２４】
　図２は、ドアホン親機２１０の内部構成の一例を詳細に示すブロック図である。ドアホ
ン親機２１０は、制御部２１１と、メモリ２１６と、パケット構成部２１７と、データ抽
出部２１８と、バッファ２１９，２２０と、切替スイッチ２２１と、無線ＬＡＮ（Local 
Area Network）通信部２２２と、ケーブル接続部２２３と、タッチパネル２２５と、操作
ボタン２２７と、スピーカ２２６と、マイク２２８とを含む構成である。
【００２５】
　制御部２１１は、ドアホン親機２１０のＯＳ（Operating System）とＯＳ上で動作する
プログラムとをプロセッサ（不図示）が実行することによって動作し、ドアホン親機２１
０の各部の動作を制御する。プロセッサは、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）
、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、又はＦＰ
ＧＡ（Field-Programmable Gate Array）を用いて構成される。制御部２１１は、動作モ
ード切替部２１２と、通知部２１３と、ＡＰ（Access Point）探索部２１４と、登録部２
１５とを少なくとも有する。
【００２６】
　登録部２１５は、ドアホン親機２１０と通信する接続先の電気機器に関する情報（接続
先情報）のメモリ２１６への登録を制御する。登録部２１５は、例えばスマートフォン２
５０との間で直接に通信する場合には、そのスマートフォン２５０の接続先情報をメモリ
２１６に登録するために、スマートフォン２５０との間で互いにユニークなＩＤ（例えば
ＢＳＳＩＤ（Basic Service Set Identifier））や認証情報（例えばＢＳＳＩＤに対応す
るパスワード）等を交換する。
【００２７】
　ルータ情報取得部の一例としてのＡＰ探索部２１４は、ドアホン親機２１０と接続され
ている有線ルータに接続され、かつこの有線ルータに接続される、無線ＬＡＮ内の１つ以
上のアクセスポイント（具体的には、無線ルータ）を定期的に探索する。ＡＰ探索部２１
４の動作の詳細については第２の実施形態において後述する。なお、ＡＰ探索部２１４は
、探索の結果、検出した有線ルータ及びアクセスポイント（つまり、無線ルータ）のＢＳ
ＳＩＤをメモリ２１６に記憶されたＢＳＳＩＤリストＬＴに追加し、ＢＳＳＩＤリストＬ
Ｔを更新する。ここで、ＢＳＳＩＤは、無線ＬＡＮのネットワーク上の識別子である。
【００２８】
　通知部２１３は、ＡＰ探索部２１４におけるアクセスポイントの探索の結果、ＢＳＳＩ
ＤリストＬＴが更新された場合に、接続先として登録済みの全てのスマートフォン２５０
に対してＢＳＳＩＤリストＬＴを通知する。
【００２９】
　動作モード切替部２１２は、ドアホン親機２１０がスマートフォン２５０と接続する際
に、スマートフォン２５０から通知された接続状態通知（より具体的には、宅内判定通知
或いは宅外判定通知）に応じて、スマートフォン２５０との間の無線接続モード及び動作
モードを、宅内接続モード或いは宅外接続モードに切り替える。宅内判定通知は、ドアホ
ン親機２１０とスマートフォン２５０との間の無線接続モードが宅内接続モードである旨
の判定通知であって、スマートフォン２５０からドアホン親機２１０に送信される。一方
、宅外判定通知は、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０との間の無線接続モード
が宅外接続モードである旨の判定通知であって、スマートフォン２５０からドアホン親機
２１０に送信される。
【００３０】
　また、宅外接続モードでは、宅内接続モードと比べて、スマートフォン２５０ができる
操作に制限がかけられる。例えば、ドアホン親機２１０に玄関のロック機能が搭載されて
いる場合、宅内接続モードでは、スマートフォン２５０は、玄関のロック機能のうち施錠
機能及び解錠機能のいずれも操作可能である。言い換えると、ドアホン親機２１０は、ス
マートフォン２５０との間の無線接続モードが宅内接続モードである場合に、ユーザ操作
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によってスマートフォン２５０からの玄関の施錠指示又は解錠指示を受信すると、玄関子
機２６０又は玄関の施錠、解錠を制御する玄関制御装置（不図示）に対し、玄関の施錠、
解錠を実行させる。
【００３１】
　一方、宅外接続モードでは、スマートフォン２５０は、玄関のロック機能のうち施錠機
能のみ操作可能である。言い換えると、ドアホン親機２１０は、スマートフォン２５０と
の間の無線接続モードが宅外接続モードである場合に、ユーザ操作によってスマートフォ
ン２５０からの玄関の施錠指示を受信すると、玄関子機２６０又は玄関の施錠、解錠を制
御する玄関制御装置（不図示）に対し、玄関の施錠を実行させる。
【００３２】
　また、宅内接続モードでは、ドアホン親機２１０は、ドアホン親機２１０とスマートフ
ォン２５０との間の通信速度に制限をかけないため、例えば玄関子機２６０により撮像さ
れた映像を受信すると、そのままスマートフォン２５０に転送する。これにより、スマー
トフォン２５０は、ドアホン親機２１０により転送された映像をリアルタイムに再生可能
であり、遅延なくスムーズな動画を再生可能である。
【００３３】
　一方、宅外接続モードでは、ドアホン親機２１０は、ドアホン親機２１０とスマートフ
ォン２５０との間の通信速度に制限をかけるため、例えば玄関子機２６０により撮像され
た映像を受信すると、例えば宅内接続モード時の動作再生の１／３０倍の頻度（つまり、
コマ送り）で、スマートフォン２５０に転送する。これにより、スマートフォン２５０は
、ドアホン親機２１０により転送された映像を、コマ送りのように低頻度で変わる映像を
再生可能である。
【００３４】
　なお、制御部２１１は、ドアホン親機２１０から送信されるデータの出力先やドアホン
親機２１０により受信されたデータの入力先を切り替えるための切替信号を、切替スイッ
チ２２１に出力する。
【００３５】
　記憶部の一例としてのメモリ２１６は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）又はフラッシュメモリ等の半導体メモリを用いて構成され、制御
部２１１の動作に必要なデータ及びプログラムを保持している。また、メモリ２１６は、
例えば玄関子機２６０のカメラにより撮像された訪問者の画像や玄関子機２６０のマイク
（不図示）により収音された訪問者の音声の各データを日時情報とともに対応付けて記憶
する。また、メモリ２１６は、後述するように、有線ルータ２３０に接続されたアクセス
ポイント（つまり、無線ルータ）のＢＳＳＩＤが記載されたＢＳＳＩＤリストＬＴを記憶
する。
【００３６】
　パケット構成部２１７は、送信データとしてのパケットデータを生成し、バッファ２１
９に出力する。
【００３７】
　バッファ２１９は、パケット構成部２１７によって生成されたパケットデータを一時的
に保持する。
【００３８】
　バッファ２２０は、無線ＬＡＮ通信部２２２又はケーブル接続部２２３により受信され
たパケットデータを一時的に保持してデータ抽出部２１８に出力する。
【００３９】
　データ抽出部２１８は、バッファ２２０に保持された受信データとしてのパケットデー
タに含まれるペイロード部のデータを抽出する。
【００４０】
　切替スイッチ２２１は、制御部２１１からの切替信号に従い、通信データの入出力先を
、ケーブル接続部２２３又は無線ＬＡＮ通信部２２２に切り替える。ここでいう、通信デ
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ータは、ドアホン親機２１０から送信されるデータや、ドアホン親機２１０により受信さ
れたデータの両方を含む。
【００４１】
　有線接続検知部としてのケーブル接続部２２３は、有線ルータ２３０に繋がれたＬＡＮ
ケーブルのコネクタが差し込まれるモジュールであり、ＬＡＮケーブルのコネクタが差し
込まれると、ドアホン親機２１０と有線ルータ２３０との間の有線接続を検知する。また
、第１通信部としてのケーブル接続部２２３は、ドアホン親機２１０と有線ルータ２３０
とが接続されている場合には、有線ルータ２３０の接続先情報を親機接続ルータ情報とし
て、有線ルータ２３０並びに携帯回線網ＮＷを介してスマートフォン２５０に送信する。
【００４２】
　無線ＬＡＮ通信部２２２は、ドアホン親機２１０と無線ルータ２４０とが接続されてい
る場合に、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ２４０を介して、無線ルータ２４０に接続され
た電気機器（例えばスマートフォン２５０）との間で無線通信を行う。また、第２通信部
としての無線ＬＡＮ通信部２２２は、ドアホン親機２１０の接続先が有線ルータ２３０か
ら無線ルータ２４０に切り替えられた場合には、無線ルータ２４０の接続先情報を親機接
続ルータ情報として、無線ルータ２４０を介してスマートフォン２５０に送信する。
【００４３】
　表示入力部としてのタッチパネル２２５は、玄関子機２６０により撮像された映像を表
示するとともに操作ボタンを表示し、例えばユーザからの各種のタッチ操作を受け付ける
。
【００４４】
　操作ボタン２２７は、ユーザによって押下されるハードスイッチであり、例えば通話開
始や通話終了等の各種の操作を受け付ける。
【００４５】
　スピーカ２２６は、例えば玄関子機２６０により収音された訪問者の音声や、ドアホン
子機２６５により収音された人物の音声を出力する。
【００４６】
　マイク２２８は、例えばドアホン親機２１０のユーザにより発話された音声を入力（収
音）する。なお、スピーカ２２６及びマイク２２８は、例えば玄関子機２６０やドアホン
子機２６５との間の通話時に使用される。
【００４７】
　玄関子機２６０は、ドアホン親機２１０との間で有線接続される。また、玄関子機２６
０は、ドアホン親機２１０との間で、例えばＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Tele
communications）等の無線通信方式を用いて無線接続されても構わない。
【００４８】
　玄関子機２６０は、マイク及びスピーカとカメラとを内蔵し、訪問者によって呼出しボ
タンが押下されると、カメラにより撮像された訪問者の映像をドアホン親機２１０に送信
する。また、玄関子機２６０は、マイク及びスピーカにより、住宅内のユーザとの間の通
話を可能にする。
【００４９】
　電気機器の一例としてのドアホン子機２６５は、ドアホン親機２１０との間で、例えば
ＤＥＣＴ等の無線通信方式を用いて無線接続され、ドアホン親機２１０との間で通話が可
能であるとともに、ドアホン親機２１０を介して、ドアホン親機２１０に接続された玄関
子機２６０との間でも通話が可能である。
【００５０】
　有線ルータ２３０は、ドアホン親機２１０との間の接続に関してルータ機能を有し、自
身に接続されるドアホン親機２１０や他の電気機器のインターネット網（不図示）への接
続及び通信を中継する。
【００５１】
　また、有線ルータ２３０は、モデム機能を有しても有さなくてもよく、いずれにしても
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携帯回線網ＮＷとも接続されており、ドアホン親機２１０と携帯回線網ＮＷに接続される
スマートフォン２５０との間の通信も中継する。
【００５２】
　また、有線ルータ２３０は、無線ルータ２４０と有線（つまり、ＬＡＮケーブル）で接
続され、無線ルータ２４０に接続された電気機器（例えばスマートフォン２５０）をイン
ターネット網に接続するための中継処理を行う。
【００５３】
　無線ルータ２４０は、有線ルータ２３０との間で有線（つまり、ＬＡＮケーブル）で接
続されるとともに、アクセスポイントとしてドアホン親機２１０とスマートフォン２５０
との間を無線ＬＡＮによって接続する。
【００５４】
　携帯電話端末の一例としてのスマートフォン２５０は、携帯回線網ＮＷ及び有線ルータ
２３０を介してドアホン親機２１０と接続可能である。また、スマートフォン２５０は、
無線ＬＡＮを用いた無線ルータ２４０を介して、ドアホン親機２１０と接続することも可
能である。なお、携帯電話網は、例えば３Ｇ（3rd Generation）、ＨＳＰＡ（High Speed
 Packet Access）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等の４Ｇ（4th generation）の無線
通信方式が挙げられる。
【００５５】
　図３は、スマートフォン２５０の内部構成の一例を詳細に示すブロック図である。スマ
ートフォン２５０は、制御部２５１と、メモリ２５２と、切替スイッチ２５３と、無線Ｌ
ＡＮ通信部２５４と、携帯回線網無線部２５５と、音声インターフェース（Ｉ／Ｆ）２５
６と、スピーカ２５７と、マイク２５８と、ディスプレイ２５９と、タッチパネル２６４
とを含む構成である。
【００５６】
　制御部２５１は、スマートフォン２５０のＯＳとＯＳ上で動作するプログラムとをプロ
セッサ（不図示）が実行することによって動作し、スマートフォン２５０の各部の動作を
制御する。プロセッサは、上述したように、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ、ＤＳＰ、又はＦＰＧ
Ａを用いて構成される。制御部２５１は、登録部２６１と、無線接続切替部２６２と、接
続部２６３とを少なくとも有する。
【００５７】
　登録部２６１は、スマートフォン２５０と通信する接続先の電気機器に関する情報（接
続先情報）のメモリ２５２への登録を制御する。登録部２６１は、例えばドアホン親機２
１０との間で直接に通信する場合には、そのドアホン親機２１０の接続先情報をメモリ２
５２に登録するために、ドアホン親機２１０との間で互いにユニークなＩＤ（例えばＢＳ
ＳＩＤ）や認証情報（例えばＢＳＳＩＤに対応するパスワード）等を交換する。
【００５８】
　また、スマートフォン２５０は、近距離無線通信部（不図示）をさらに有し、この近距
離無線通信部により、例えば近距離無線通信（ＮＦＣ：Near Field Communication）やＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を用いて、ドアホン親機２１０との間で直接に無線通信を
行うことができる。同様に、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０がアクセスポ
イントとして機能するためのアクセスポイントモードである場合に、ドアホン親機２１０
との間で直接に無線通信を行うことができる。これらの場合、登録部２６１は、ドアホン
親機２１０とスマートフォン２５０との間の直接通信時に使用される互いの機器ＩＤを交
換し、ドアホン親機２１０から機器ＩＤ（例えばＢＳＳＩＤ）を受信すると、メモリ２５
２に登録する。
【００５９】
　ここで、無線ＬＡＮ通信部２５４は、無線ルータ２４０を介してスマートフォン２５０
とドアホン親機２１０とが接続された場合に、ドアホン親機２１０から送信された接続先
情報（例えば無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ）を受信して制御部２５１に出力する。また
、登録部２６１は、スマートフォン２５０が無線ＬＡＮのアクセスポイント（例えば無線
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ルータ２４０）と接続された場合に、アクセスポイントの接続先情報をメモリ２５２に登
録する。
【００６０】
　無線接続切替部２６２は、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０とが接続された
場合に、無線ルータ２４０から送信された接続先情報（具体的には、アクセスポイントと
しての無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ）を取得し、この接続先情報と、メモリ２５２に登
録された接続先情報（つまり、無線ＬＡＮのアクセスポイントの接続先情報）とが一致す
るか否かを判定する。
【００６１】
　接続部２６３は、無線接続切替部２６２の判定結果に従い、ドアホン親機２１０とスマ
ートフォン２５０との間の無線接続モードを宅外接続モード又は宅内接続モードのいずれ
かに切り替える。具体的には、接続部２６３は、無線接続切替部２６２によって不一致の
判定結果が得られた場合には、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０との間の無線
接続モードを宅外接続モードに切り替える。一方、接続部２６３は、無線接続切替部２６
２によって一致の判定結果が得られた場合には、ドアホン親機２１０とスマートフォン２
５０との間の無線接続モードを宅内接続モードに切り替える。
【００６２】
　記憶部の一例としてのメモリ２５２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ又はフラッシュメモリ等
の半導体メモリを用いて構成され、制御部２５１の動作に必要なデータ及びプログラムを
保持している。
【００６３】
　次に、本実施形態のドアホンシステム２００の動作について説明する。以下の説明の前
提として、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０とは接続先情報を互いに交換して
おらず、スマートフォン２５０はドアホン親機２１０の接続先として登録されていないと
する。
【００６４】
　先ず始めに、図４に示すように、有線ルータ２３０と既に接続されている状態のドアホ
ン親機２１０への接続先として、スマートフォン２５０を新規に登録（言い換えれば、増
設）するための操作が行われる。具体的には、ドアホン親機２１０は、例えばユーザ操作
により、アクセスポイントとして動作させるためのアクセスポイントモード（ＡＰモード
）に設定され、その上で、例えばスマートフォン２５０でユーザ操作を行うと、スマート
フォン２５０との間で直接に接続する（図４参照）。図４は、ドアホン親機２１０をアク
セスポイントモードで動作させ、ドアホン親機２１０への接続先としてスマートフォン２
５０を新規に登録する例を示す説明図である。
【００６５】
　上述したように、ドアホン親機２１０は、アクセスポイントモードで動作すると、スマ
ートフォン２５０との間で直接に接続する。なお、ドアホン親機２１０は、アクセスポイ
ントモードで動作しなくてもよく、例えば近距離無線通信（ＮＦＣ）やＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）により、スマートフォン２５０との間で直接に接続しても構わない。
【００６６】
　ドアホン親機２１０は、スマートフォン２５０との間で直接に接続されると、ドアホン
親機２１０がアクセスポイントとして動作する時の無線ＬＡＮのネットワークの識別子で
あるＢＳＳＩＤの情報をスマートフォン２５０に送信する。スマートフォン２５０は、ド
アホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤの情報を受信し、このＢＳＳＩＤの情報をメ
モリ２５２に登録する。
【００６７】
　例えば図４に示すように、ドアホン親機２１０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとし
て動作する時、無線ＬＡＮのネットワークの識別子としてのＢＳＳＩＤ「ＸＸＸＸ」を保
持している。従って、ドアホン親機２１０のＢＳＳＩＤ「ＸＸＸＸ」がスマートフォン２
５０のメモリ２５２に登録される。また、スマートフォン２５０は、自身の情報（例えば



(12) JP 2017-204717 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

機器ＩＤ）をドアホン親機２１０に送信する。従って、スマートフォン２５０の情報（例
えば機器ＩＤ）がドアホン親機２１０のメモリ２１６に登録される。このように、アクセ
スポイントモード（ＡＰモード）を用いて、スマートフォン２５０とドアホン親機２１０
とを直接に無線接続することで、ドアホン親機２１０は、自身への接続先（具体的には、
スマートフォン２５０）に関する情報（接続先情報）を簡単に登録でき、さらに、スマー
トフォン２５０は、ドアホン親機２１０の接続先情報を簡単に登録できる。
【００６８】
　図５は、第１の実施形態のドアホンシステム２００における接続先同期動作の一例を詳
細に説明するシーケンス図である。図５の説明の前提として、図４を参照して説明したよ
うに、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０とは接続先情報を交換し終えている。
従って、スマートフォン２５０のメモリ２５２には、ドアホン親機２１０がアクセスポイ
ントとして動作する時のＢＳＳＩＤの情報（具体的には、図４に示すＢＳＳＩＤ「ＸＸＸ
Ｘ」）が登録されている。また、有線ルータ２３０には通常ユニークなＢＳＳＩＤが付与
されていないので、有線ルータ２３０はＢＳＳＩＤ「― ― ― ―」の情報を保持してい
る。さらに、無線ルータ２４０はＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」の情報を保持している。
【００６９】
　図５において、ドアホンシステム２００にスマートフォン２５０を増設するにあたり、
住宅の建設又はリフォームに伴う宅内工事の段階で、ドアホン親機２１０は、有線ルータ
２３０と有線ＬＡＮにより接続されている（Ｔ１）。有線ルータ２３０は、ルータモード
で動作し、有線ルータ２３０に接続される電気機器（例えばドアホン親機２１０）をイン
ターネット等の広域ネットワークに接続する。従って、ドアホン親機２１０は、有線ルー
タ２３０と接続することで、有線ルータ２３０と有線ルータ２３０に接続される携帯回線
網ＮＷとを介して、スマートフォン２５０と接続できる。
【００７０】
　ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０と有線接続されることで、有線ルータ２３０
のＢＳＳＩＤ「― ― ― ―」の情報を取得し、この時点で、ドアホン親機２１０のＢＳ
ＳＩＤを「ＸＸＸＸ」から「― ― ― ―」に更新する。なお、この段階では、無線ルー
タ２４０は、ドアホンシステム２００が導入される宅内に設置されておらず、上述した宅
内工事の後に追加されるものとして説明する。従って、この時点では有線ルータ２３０は
無線ルータ２４０とは接続していない。
【００７１】
　有線ルータ２３０に繋がれたドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０及び携帯回線網
ＮＷを介してスマートフォン２５０と無線接続し、ドアホン親機２１０の接続先情報（つ
まり、ＢＳＳＩＤの情報）と同期（つまり、リアルタイムに共有）するためにスマートフ
ォン２５０に通知する（Ｔ２、図１の符号Ｌ１参照）。以下、ドアホン親機２１０が接続
されている接続先（ルータ）の情報（例えば機器ＩＤ、ＢＳＳＩＤ）を「親機情報」とい
う。この親機情報には、ステップＴ１においてドアホン親機２１０と接続された有線ルー
タ２３０のＢＳＳＩＤ「― ― ― ―」の情報が記述されている。これにより、スマート
フォン２５０は、ドアホン親機２１０からの通知を受信すると、通信相手の接続先情報を
、メモリ２５２に登録されていたドアホン親機２１０のＢＳＳＩＤ「ＸＸＸＸ」から有線
ルータ２３０のＢＳＳＩＤ「― ― ― ―」に更新する。以下、更新された親機情報を通
知することを、親機情報更新通知という。
【００７２】
　この後、例えばユーザが新規に購入した無線ルータ２４０をドアホンシステム２００に
新規登録する場合、ユーザ操作によりアクセスポイントモードに設定された上で、無線ル
ータ２４０は、有線ルータ２３０に繋がれる。無線ルータ２４０は、無線ＬＡＮのネット
ワークにおけるアクセスポイントとして動作する。つまり、無線ルータ２４０は、ルータ
モードではなくアクセスポイントモードで動作し、周囲に対して自己のＢＳＳＩＤ「ＡＡ
ＡＡ」の情報を含む既知の所定信号を送信する。
【００７３】
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　スマートフォン２５０は、無線ルータ２４０から送信された所定信号を受信すると、無
線ルータ２４０との間で無線ＬＡＮによって無線接続する（Ｔ３）。以下、無線ＬＡＮと
して、例えば汎用のＷｉＦｉ（登録商標）の通信方式のネットワークが使用されるが、こ
の通信方式のネットワークに限定されない。スマートフォン２５０は、上述した所定信号
により無線ルータ２４０のＢＢＳＩＤ「ＡＡＡＡ」の情報を取得するので、通信相手の接
続先情報として、メモリ２５２の登録内容を無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」
に更新する。
【００７４】
　スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「― ― ― ―
」（つまり、ドアホン親機２１０が接続している有線ルータ２３０のＢＳＳＩＤ）と、自
己の無線接続先の接続先情報（ＢＳＳＩＤ）とが一致するか否かを判定する（Ｔ４）。こ
の時点では、スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「―
 ― ― ―」（つまり、ドアホン親機２１０が接続している有線ルータ２３０のＢＳＳＩ
Ｄ）と、自己が無線接続している無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」とが一致し
ていないと判定する。このため、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０とスマー
トフォン２５０との間の無線通信モードは宅外接続モードであると判定する（図１の符号
Ｌ２参照）。スマートフォン２５０は、携帯回線網ＮＷ及び有線ルータ２３０を介して、
宅外接続モードである旨の判定結果をドアホン親機２１０に通知する（Ｔ５）。
【００７５】
　その後、ドアホン親機２１０が、ユーザによる接続先切替操作を受け付けると（Ｔ６）
、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０に繋がれた無線ルータ２４０との間で無線Ｌ
ＡＮによって接続する。これにより、ドアホン親機２１０は、自己の接続先情報として無
線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」を取得する（Ｔ７）。ドアホン親機２１０は、
ステップＴ７で取得したＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」を親機情報に記述し、親機情報を更新す
る。ドアホン親機２１０は、更新された親機情報をスマートフォン２５０に通知する（Ｔ
２、図１の符号Ｌ１参照）。
【００７６】
　スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」（
つまり、ドアホン親機２１０が接続している無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ）と、自己の
無線接続先の接続先情報（ＢＳＳＩＤ）とが一致するか否かを判定する（Ｔ９）。この時
点では、スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「ＡＡＡ
Ａ」（つまり、ドアホン親機２１０が接続している無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ）と、
自己が無線接続している無線ルータ２４０のＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」とが一致すると判定
する。このため、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０
との間の無線通信モードは宅内接続モードであると判定する。スマートフォン２５０は、
無線ルータ２４０を介して、宅内接続モードである旨の判定結果をドアホン親機２１０に
通知する（Ｔ１０）。
【００７７】
　なお、スマートフォン２５０が自己の無線接続先を判定するタイミングとしては、ドア
ホン親機２１０から有線ルータ２３０及び携帯回線網ＮＷを介して親機情報更新通知を受
信した時に限定されない。例えば、この親機情報更新通知を受信してから一定時間の経過
時でもよいし、他には定期的に判定してもよいし、スマートフォン２５０に対して所定の
ユーザ操作が行われた時等でも構わない。
【００７８】
　このように、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０とは、互いに自己の接続先（
無線接続先も含む）の情報の追加、変更、削除がある度に、ＷｅｂＳｏｃｋｅｔ接続を利
用して、その接続先（例えば有線ルータ２３０、無線ルータ２４０）の情報（例えばＢＳ
ＳＩＤ）を同期する。ＷｅｂＳｏｃｋｅｔとは、一般にサーバとクライアントの間で双方
向通信を行う通信規格（プロトコル）である。また、同期とは、動的に追加・変更・削除
のいずれかが行われた無線接続先情報を、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０と
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がリアルタイムに共有することである。追加は、無線ルータを新規に増設することである
。変更は、無線ルータを置換することである。削除は、無線ルータを不使用にすることで
ある。
【００７９】
　以上により、第１の実施形態のドアホンシステム２００では、例えば宅内に設置される
ドアホン子機２６５との間で無線通信可能なドアホン親機２１０と、ドアホン親機２１０
との間で有線ルータ２３０又は無線ルータ２４０を介して通信可能であるスマートフォン
２５０とを含む。ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０と接続し、有線ルータ２３０
の情報を親機接続ルータ情報（例えばＢＳＳＩＤの情報）として、有線ルータ２３０を介
してスマートフォン２５０に送信する。スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０か
ら送信されたＢＳＳＩＤの情報をメモリ２５２に記憶する。スマートフォン２５０は、例
えばユーザ操作により無線ルータ２４０に接続された場合に、無線ルータ２４０のＢＳＳ
ＩＤの情報をメモリ２５２に記憶する。ドアホン親機２１０の接続先が有線ルータ２３０
から無線ルータ２４０に切り替えられた場合に、ドアホン親機２１０は、無線ルータ２４
０のＢＳＳＩＤの情報を取得し、さらに、そのＢＳＳＩＤの情報を親機接続ルータ情報と
して、無線ルータ２４０を介してスマートフォン２５０に送信する。スマートフォン２５
０は、メモリ２５２に記憶した無線ルータ２４０の情報と、ドアホン親機２１０から送信
されたＢＳＳＩＤの情報とが一致する場合に、ドアホン親機２１０との間の無線接続モー
ドを宅内接続モードで無線接続する。
【００８０】
　これにより、宅内において、ドアホン親機２１０は、無線ルータ２４０に接続されたス
マートフォン２５０との間で、有線ルータ２３０及び携帯回線網ＮＷを使用しなくても、
無線ルータ２４０を介して無線接続することができる。また、ユーザは、無線ルータ２４
０をアクセスポイントモードに設定し、ドアホン親機２１０を無線ルータ２４０と接続さ
せることで、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０との間の無線接続モードを宅内
接続モードで簡単に動作させることができる。従って、ドアホン親機２１０の無線接続先
を、住宅の建設やリフォームに伴う住宅工事の後でも簡単に増やすことができ、ドアホン
システム２００内の無線ＬＡＮクライアント（つまり、ドアホン親機２１０に無線接続可
能な電気機器）の増設が可能となる。
【００８１】
　また、ユーザが無線ルータを買い換えた場合でも、ドアホン親機２１０、スマートフォ
ン２５０のそれぞれをその新たな無線ルータに無線接続するだけで、ドアホン親機２１０
とスマートフォン２５０との間を簡単に無線接続できる。これにより、ドアホン親機２１
０にスマートフォン２５０を再登録することなく、スマートフォン２５０を宅内接続モー
ドで動作させることできる。
【００８２】
　つまり、宅内において、スマートフォン２５０との間で無線通信可能な無線ルータ２４
０と接続するための接続先情報（例えばＢＳＳＩＤの情報）がドアホン親機２１０に登録
された時点で、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０との間で無線ルータ２４０の
ＢＳＳＩＤの情報を共有できる。これにより、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５
０との間で無線ルータ２４０を介して相互に無線通信でき、例えばユーザが宅内において
スマートフォン２５０を利用する時でも、無線ルータ２４０を介してドアホン親機２１０
と無線通信できる。これにより、ドアホンシステム２００は、通信費用の増大を抑制する
とともに、宅内接続モードを利用できるという点でユーザの使い勝手を向上することがで
きる。
【００８３】
　また、スマートフォン２５０は、メモリ２５２に記憶した無線ルータ２４０の情報と、
ドアホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤの情報（つまり、現在ドアホン親機２１０
が接続しているルータを用いたネットワークの識別子の情報）とが不一致である場合でも
、ドアホン親機２１０との間を宅外接続モードで無線接続する。宅外接続モードで接続さ
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れる場合でも、ユーザは、スマートフォン２５０からドアホン親機２１０に対して一定の
操作を行うことができる。また、宅外接続モードである場合、ユーザは家宅から離れた場
所にいる状況が想定される。宅外接続モードでは、宅内接続モードと比べて、できる操作
が制限されることで、却って、ユーザの利便性が向上する場合もある。例えば解錠を不可
とすることで、ユーザが誤って解錠してしまい、犯罪が起こり易くなる状況を回避できる
。
【００８４】
　また、ドアホン親機２１０は、現在ドアホン親機２１０に接続しているルータの情報を
示すＢＳＳＩＤの情報を定期的に取得してスマートフォン２５０に送信する。これにより
、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０が接続するルータの情報が変更等された
場合でも、最新の接続ルータに関するＢＳＳＩＤの情報を取得できる。
【００８５】
　また、ドアホン親機２１０は、例えばユーザによる接続先切替操作を検知すると、ドア
ホン親機２１０に接続しているルータの情報を示すＢＳＳＩＤの情報をスマートフォン２
５０に送信する。これにより、スマートフォン２５０は、ユーザによる接続先切替操作に
応じて、ドアホン親機２１０が接続先を切り替えた場合、ドアホン親機２１０からＢＳＳ
ＩＤの情報を適切なタイミングで取得可能である。
【００８６】
（第２の実施形態に至る経緯・課題）
　上述した特許文献１の構成では、宅内親機と携帯電話機とは、常に携帯電話網を介して
無線通信を行うので、例えば利用者が自宅で利用する場合、携帯電話機で訪問者に応対し
ようとすると、携帯電話網の利用に伴う通信費用が必然的に発生する。特に、玄関子機の
カメラにより撮像された画像データや玄関子機のマイクにより収音された音声データを共
に送信する場合、通信データ量が多くなるので、通信費用が割高となってしまう。
【００８７】
　一方で、特許文献１と同様に、通信費用の増大を抑制するために、上述したインターホ
ン親機（つまり、住宅建設時に有線ルータに接続された状態のインターホン親機）に対す
る子機として、携帯電話機を使用して無線接続することを考える。例えば、インターホン
親機は有線ＬＡＮで接続された有線ルータを介して複数の無線ルータと接続され、かつ、
インターホン親機の子機として無線接続の対象となる携帯電話機がいずれかの無線ルータ
とのみ無線接続される場合を想定する。この状況では、インターホン親機は、有線ルータ
の情報しか登録しておらず、有線ルータに接続されている無線ルータの情報を登録してい
ない。このため、インターホン親機と携帯電話機との間で無線接続できず、依然として、
インターホン親機は携帯電話網を介して携帯電話機と接続しなければならず、通信費用の
増大の抑制が困難であった。また、インターホン親機が携帯電話機との間で携帯電話網を
介して無線接続する場合には、セキュリティの観点から携帯電話機において使用可能な機
能に制限がかかる等、ユーザの使い勝手が良くなかった。
【００８８】
　そこで、第２の実施形態では、宅内において、携帯電話端末が無線接続される無線ルー
タと親機とが直接に接続されていない状況下でも、携帯電話端末と無線ルータとの接続の
変更なく、親機に接続される有線ルータを介して無線ルータの情報を親機が登録すること
で、親機と携帯電話端末との間で無線ルータを介して相互に無線通信でき、通信費用の増
大を抑制するとともにユーザの使い勝手を向上するホームネットワークシステム、電話装
置及び接続先同期方法の例を説明する。
【００８９】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態でも、第１の実施形態と同様に、例えば住宅建設時に設置されるインタ
ーホンシステム（ドアホンシステム）を例示して説明する。第１の実施形態では、有線ル
ータ２３０に１つの無線ルータ２４０が接続されたネットワーク形態を例示して説明した
が、第２の実施形態では、有線ルータ２３０に複数の無線ルータ（無線ルータ２４０Ａ，
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２４０Ｂ）が接続されたネットワーク形態を例示して説明する。
【００９０】
　また、第２の実施形態のドアホンシステムにおける各装置の構成は、第１の実施形態と
ほぼ同一であるので、第１の実施形態と同一の構成要素については同一の符号を用いるこ
とで、その説明を省略する。
【００９１】
　図６は、第２の実施形態のドアホンシステム２００Ａの構成及び動作の概略例を示す図
である。図６の説明では、図１の説明と同一の内容の説明は簡略化又は省略し、異なる内
容について説明する。
【００９２】
　図６において、第２の実施形態のドアホンシステム２００Ａでは、ドアホン親機２１０
は有線ルータ２３０に接続されている。また、有線ルータ２３０には、複数の無線ルータ
２４０Ａ，２４０Ｂが有線ＬＡＮで接続されている。無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤは
「ＡＡＡＡ」であり、無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤは「ＢＢＢＢ」とする。なお、本
実施形態の説明を簡単にするために、２つの無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂが存在してい
る場合を例示して説明するが、３つ以上の無線ルータが存在する場合も同様である。
【００９３】
　次に、本実施形態のドアホンシステム２００Ａの動作について説明する。
【００９４】
　図７は、第２の実施形態のドアホンシステム２００Ａにおける接続先同期動作の一例を
詳細に説明するシーケンス図である。図７の説明の前提として、ドアホン親機２１０は、
有線ルータ２３０及び携帯回線網ＮＷを介して、スマートフォン２５０と接続することが
できる。このため、スマートフォン２５０のメモリ２５２には、有線ルータ２３０のＢＳ
ＳＩＤ「― ― ― ―」が登録されている。さらに、有線ルータ２３０には、複数の無線
ルータ（具体的には、無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂ）が接続されている。無線ルータ２
４０ＡはＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」の情報を保持し、無線ルータ２４０ＢはＢＳＳＩＤ「Ｂ
ＢＢＢ」の情報を保持している。
【００９５】
　図７において、先ず、ドアホン親機２１０のＡＰ探索部２１４は、例えばＵＰｎＰ（Un
iversal Plug and Play）プロトコルを用いて、有線ルータ２３０に対し、有線ＬＡＮに
よって有線ルータ２３０に接続されているアクセスポイント（ＡＰ）の探索を要求する（
Ｔ２１）。このＡＰ探索の要求は、例えば一定時間（例えば５分）の経過等によって定期
的に行われてもよいし、ユーザからの操作指示に従って行われてもよい。本実施形態では
、ＡＰ探索要求は定期的に行われるとして説明する。ドアホン親機２１０からのＡＰ探索
要求に対し、例えば無線ルータ２４０Ａが、ドアホン親機２１０に応答を返す（Ｔ２２）
。この応答は、無線ルータ２４０Ａから有線ルータ２３０を経由してドアホン親機２１０
に送信される。
【００９６】
　ドアホン親機２１０は、ＡＰ探索の応答を行った無線ルータ２４０Ａに対し、有線ルー
タ２３０を介して、無線ルータ２４０Ａをアクセスポイントとして使用する無線ネットワ
ークの識別子であるＢＳＳＩＤの取得を要求する（Ｔ２３、図６の符号Ｌ２１Ａ参照）。
無線ルータ２４０Ａは、有線ルータ２３０からドアホン親機２１０からの要求の転送を受
けると、この要求に対し、自己に対応するＢＳＳＩＤを取得して応答する（Ｔ２４）。こ
の応答には、無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」が含まれている。ドアホン親
機２１０は、無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」を親機情報に記述して更新し
、有線ルータ２３０及び携帯回線網ＮＷを介して、更新された親機情報をスマートフォン
２５０に通知する（Ｔ２５）。これにより、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１
０からの通知を受信すると、通信相手の接続先情報を、メモリ２５２に登録されていた有
線ルータ２３０のＢＳＳＩＤ「― ― ― ―」から無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「Ａ
ＡＡＡ」に更新する。
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【００９７】
　ここで、無線ルータ２４０Ｂは、例えばユーザ操作によりアクセスポイントモードに設
定された上で、無線ＬＡＮによってスマートフォン２５０と無線接続されるとする。この
場合、第１の実施形態と同様に、無線ルータ２４０Ｂは、周囲に対して自己のＢＳＳＩＤ
「ＢＢＢＢ」の情報を含む既知の所定信号を送信する。
【００９８】
　スマートフォン２５０は、無線ルータ２４０Ｂから送信された所定信号を受信すると、
無線ルータ２４０Ｂとの間で無線ＬＡＮによって無線接続する（Ｔ２６）。スマートフォ
ン２５０は、上述した所定信号により無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤ「ＢＢＢＢ」の情
報を取得するので、自己の現在の無線接続先の接続先情報として、メモリ２５２に登録さ
れていた無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」から無線ルータ２４０ＢのＢＳＳ
ＩＤ「ＢＢＢＢ」に更新する。
【００９９】
　スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」（
つまり、ドアホン親機２１０からのＡＰ探索要求に対して応答した無線ルータ２４０Ａの
ＢＳＳＩＤ）の中に、自己の現在の無線接続先の接続先情報（ＢＳＳＩＤ）が含まれるか
否かを判定する（Ｔ２７）。この時点では、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１
０が属する有線ＬＡＮに無線ルータ２４０Ｂが存在していることを認識できない。言い換
えると、ドアホン親機２１０から通知された親機情報に記述されたＢＳＳＩＤには、無線
ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」が記述されており、スマートフォン２５０が現
在無線接続している無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤ「ＢＢＢＢ」は記述されておらず、
これらのＢＳＳＩＤが一致しない。この場合、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２
１０との間の無線接続モードを宅外接続モードと判定する（Ｔ２７）。スマートフォン２
５０は、携帯回線網ＮＷ及び有線ルータ２３０を介して、宅外接続モードである旨の判定
結果をドアホン親機２１０に通知する（Ｔ２８）。
【０１００】
　ステップＴ２８の後、無線ルータ２４０Ｂが、ドアホン親機２１０からのＡＰ探索要求
に対し、ドアホン親機２１０に応答を返したとする（Ｔ２９）。この応答は、無線ルータ
２４０Ｂから有線ルータ２３０を経由してドアホン親機２１０に送信される。図７では、
この応答は、無線ルータ２４０Ａが応答を返した時点（Ｔ２２）から遅れているように図
示されているが、この時間差は短くても長くてもよい。また、図７の説明の都合上、無線
ルータ２４０Ａが先に応答しているが、無線ルータ２４０Ｂが先に応答してもよい。
【０１０１】
　ドアホン親機２１０は、ＡＰ探索の応答を行った無線ルータ２４０Ｂに対し、有線ルー
タ２３０を介して、無線ルータ２４０Ｂをアクセスポイントとして使用する無線ネットワ
ークの識別子であるＢＳＳＩＤの取得を要求する（Ｔ３０、図６の符号２１Ｂ参照）。無
線ルータ２４０Ｂは、この要求に対し、自己に対応するＢＳＳＩＤを取得して応答する（
Ｔ３１）。この応答には、無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤ「ＢＢＢＢ」が含まれている
。ドアホン親機２１０は、無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤ「ＢＢＢＢ」を親機情報に追
記して更新し、有線ルータ２３０及び携帯回線網ＮＷを介して、更新された親機情報をス
マートフォン２５０に通知する（Ｔ３２、図６の符号Ｌ２２参照）。これにより、スマー
トフォン２５０は、ドアホン親機２１０からの通知を受信すると、通信相手の接続先情報
を、メモリ２５２に登録されていた無線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」を、無
線ルータ２４０ＡのＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ」及び無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤ「ＢＢ
ＢＢ」に更新する。
【０１０２】
　スマートフォン２５０は、親機情報更新通知により取得したＢＳＳＩＤ「ＡＡＡＡ，Ｂ
ＢＢＢ」（つまり、ドアホン親機２１０からのＡＰ探索要求に対して応答した無線ルータ
２４０Ａ，２４０Ｂの各ＢＳＳＩＤ）の中に、自己の現在の無線接続先の接続先情報（Ｂ
ＳＳＩＤ）が含まれるか否かを判定する（Ｔ３３）。この時点では、スマートフォン２５
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０は、ドアホン親機２１０が属する有線ＬＡＮに無線ルータ２４０Ｂが存在していること
を認識できる。言い換えると、ドアホン親機２１０から通知された親機情報に記述された
ＢＳＳＩＤには、無線ルータ２４０Ａの「ＡＡＡＡ」及び無線ルータ２４０Ｂの「ＢＢＢ
Ｂ」の情報が含まれ、スマートフォン２５０が現在無線接続している無線ルータ２４０Ｂ
のＢＳＳＩＤ「ＢＢＢＢ」が含まれている。この場合、スマートフォン２５０は、ドアホ
ン親機２１０との間の無線接続モードを宅内接続モードと判定する（Ｔ３３）。スマート
フォン２５０は、無線ルータ２４０Ｂを介して、宅内接続モードである旨の判定結果をド
アホン親機２１０に通知する（Ｔ３４、図６の符号Ｌ２３参照）。
【０１０３】
　図８は、第２の実施形態のドアホン親機２１０の動作手順の一例を詳細に説明するフロ
ーチャートである。ドアホン親機２１０は、電源オンにより起動し、図８に示す動作を開
始する。
【０１０４】
　図８において、先ず、ドアホン親機２１０は、制御部２１１内の探索タイマ（不図示）
を初期値に設定する（Ｓ１）。ドアホン親機２１０は、ＵＰｎＰ（Universal Plug and P
lay）プロトコルを用いて、有線ルータ２３０に対し、有線ＬＡＮによって有線ルータ２
３０に接続されているアクセスポイント（ＡＰ）の探索要求をブロードキャストで送信す
る（Ｓ２）。本実施形態では、説明を簡単にするために、２つの無線ルータ２４０Ａ，２
４０Ｂが存在しているが、上述したように任意の数であってもよい。
【０１０５】
　ドアホン親機２１０は、制御部２１１内の応答待ちタイマ（不図示）がタイムアップし
たか否かを判別する（Ｓ３）。なお、応答待ちタイマは、探索タイマの初期値よりも小さ
い所定値に設定される。この所定値は、例えば有線ルータ２３０に接続されている同一Ｌ
ＡＮ内の全てのアクセスポイントからの応答がドアホン親機２１０に返される妥当な時間
である。応答待ちタイマがタイムアップした場合（Ｓ３、ＹＥＳ）、ドアホン親機２１０
の処理は後述するステップＳ１０に進む。
【０１０６】
　一方、応答待ちタイマがタイムアップしていない場合（Ｓ３、ＮＯ）、ドアホン親機２
１０は、アクセスポイントである無線ルータ２４０Ａ，２４０ＢからのＡＰ探索応答があ
ったか否かを判別する（Ｓ４）。ＡＰ探索応答が無かった場合（Ｓ４、ＮＯ）、応答待ち
タイマがタイムアップするまでステップＳ４の処理が継続されるので、ドアホン親機２１
０の処理はステップＳ３に戻る。
【０１０７】
　一方、ステップＳ４でＡＰ探索応答があった場合（Ｓ４、ＹＥＳ）、ドアホン親機２１
０は、ＡＰ探索応答の送信元に対してユニキャストでＢＳＳＩＤの取得要求を送信し（Ｓ
５）、送信元である無線ルータからＢＳＳＩＤを取得する（Ｓ６）。ドアホン親機２１０
は、取得したＢＳＳＩＤが、メモリ２１６に記憶されたＢＳＳＩＤリストに記録済みであ
るか否かを判別する（Ｓ７）。記録済みである場合（Ｓ７、ＹＥＳ）、ドアホン親機２１
０の処理ステップＳ３に戻る。これは、応答待ちタイマがタイムアップするまで、他のア
クセスポイントからのＡＰ探索応答がドアホン親機２１０に返される可能性があるためで
ある。
【０１０８】
　一方、記録されていない場合（Ｓ７、ＮＯ）、ドアホン親機２１０は、ステップＳ６で
取得したＢＳＳＩＤを、メモリ２１６に記憶されたＢＳＳＩＤリストＬＴに追記する（Ｓ
８）。さらに、ドアホン親機２１０は、ＢＳＳＩＤリストＬＴを含む親機情報を親機情報
更新通知としてスマートフォン２５０に送信する（Ｓ９）。
【０１０９】
　ステップＳ９の後、ドアホン親機２１０の処理はステップＳ３に戻る。これは、応答待
ちタイマがタイムアップするまで、他のアクセスポイントからのＡＰ探索応答がドアホン
親機２１０に返される可能性があるためである。
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【０１１０】
　また、応答待ちタイマがタイムアップした場合（Ｓ３、ＹＥＳ）、ドアホン親機２１０
は、探索タイマをカウントする（Ｓ１０）。そして、ドアホン親機２１０は、カウントア
ップ後の探索タイマがプリセット値（例えば５分）に達してタイムアップしたか否かを判
別する（Ｓ１１）。タイムアップしていない場合（Ｓ１１、ＮＯ）、ドアホン親機２１０
の処理はステップＳ１０に戻る。
【０１１１】
　一方、タイムアップした場合（Ｓ１１、ＹＥＳ）、ドアホン親機２１０の処理ステップ
Ｓ１に戻る。この動作は、ドアホン親機２１０が電源オフになるまで繰り返される。
【０１１２】
　図９は、第２の実施形態のスマートフォン２５０の動作手順の一例を詳細に説明するフ
ローチャートである。スマートフォン２５０は、電源オンにより起動し、図９に示す動作
を開始する。
【０１１３】
　図９において、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０から親機情報更新通知を
受信したか否かを判別する（Ｓ２１）。親機情報更新通知を受信した場合（Ｓ２１、ＹＥ
Ｓ）、スマートフォン２５０は、親機情報に記述されているＢＳＳＩＤをメモリ２１６に
記憶されているＢＳＳＩＤリストＬＴに追加して更新する（Ｓ２２）。
【０１１４】
　スマートフォン２５０は、無線ＬＡＮに接続中か否か（言い換えると、有線ルータ２３
０に接続されているいずれかの無線ルータに無線接続しているか否か）を判別する（Ｓ２
３）。無線ＬＡＮに接続していない場合（Ｓ２３、ＮＯ）、スマートフォン２５０は図９
に示す動作を終了する。一方、無線ＬＡＮに接続中である場合（Ｓ２３、ＹＥＳ）、スマ
ートフォン２５０の処理はステップＳ２６に進む。
【０１１５】
　また、ステップＳ２１でドアホン親機２１０から親機情報更新通知を受信していない場
合（Ｓ２１、ＮＯ）、スマートフォン２５０は、無線ＬＡＮに接続中か否か（言い換える
と、有線ルータ２３０に接続されているいずれかの無線ルータに無線接続しているか否か
）を判別する（Ｓ２４）。
【０１１６】
　無線ＬＡＮに接続していない場合（Ｓ２４、ＮＯ）、スマートフォン２５０は、無線Ｌ
ＡＮへの接続を開始したか否かを判別する（Ｓ２５）。無線ＬＡＮへの接続を開始するタ
イミングは、定期的に行われてもよいし、ユーザの操作により行われてもよい。無線ＬＡ
Ｎへの接続を開始しなかった場合（Ｓ２５、ＮＯ）、スマートフォン２５０は図９に示す
動作を終了する。この場合、スマートフォン２５０は、ドアホンシステム２００Ａに増設
されない。
【０１１７】
　一方、無線ＬＡＮへの接続を開始した場合（Ｓ２５、ＹＥＳ）、スマートフォン２５０
は、現在のスマートフォン２５０の無線ＬＡＮの接続先（つまり、図６の無線ルータ２４
０Ａ又は無線ルータ２４０Ｂ）のＢＳＳＩＤが、メモリ２１６に記憶されているＢＳＳＩ
ＤリストＬＴ中に含まれるか否かを判別する（Ｓ２６）。無線ＬＡＮの接続先のＢＳＳＩ
ＤがＢＳＳＩＤリストＬＴ中に含まれる場合（Ｓ２６、ＹＥＳ）、スマートフォン２５０
は、ドアホン親機２１０との間の無線接続モードを宅内接続モードであると判定し、ドア
ホン親機２１０に宅内接続モードである旨の判定結果を送信する（Ｓ２７）。この後、ス
マートフォン２５０は、図９に示す動作を終了する。
【０１１８】
　一方、無線ＬＡＮの接続先のＢＳＳＩＤがＢＳＳＩＤリストＬＴ中に含まれない場合（
Ｓ２６、ＮＯ）、スマートフォン２５０の処理はステップＳ２９に進む。
【０１１９】
　また、ステップＳ２４で無線ＬＡＮに接続している場合（Ｓ２４、ＹＥＳ）、スマート
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フォン２５０は、無線ＬＡＮの接続を終了したか否かを判別する（Ｓ２８）。無線ＬＡＮ
の接続を終了した場合（Ｓ２８、ＹＥＳ）、スマートフォン２５０は、図９に示す動作を
終了する。この場合、スマートフォン２５０は、ドアホンシステム２００Ａから開放され
る。
【０１２０】
　一方、無線ＬＡＮの接続を終了しない場合（Ｓ２８、ＮＯ）、又は、無線ＬＡＮの接続
先のＢＳＳＩＤがＢＳＳＩＤリストＬＴ中に含まれない場合（Ｓ２６、ＮＯ）、スマート
フォン２５０は、ドアホン親機２１０との間の無線接続モードを宅外接続モードであると
判定し、宅外接続モードである旨の判定結果をドアホン親機２１０に送信する（Ｓ２９）
。この後、スマートフォン２５０は、図９に示す動作を終了する。
【０１２１】
　以上により、第２の実施形態のドアホンシステム２００Ａは、宅内に設置されるドアホ
ン子機２６５との間で無線通信可能なドアホン親機２１０と、ドアホン親機２１０との間
で有線ルータ２３０又は無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂを介して通信可能であるスマート
フォン２５０とを含む。ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０と直接接続し、有線ル
ータ２３０のＢＳＳＩＤと有線ルータに接続される複数の無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂ
のＢＳＳＩＤとを取得する。ドアホン親機２１０は、取得した有線ルータ２３０のＢＳＳ
ＩＤと有線ルータに接続される複数の無線ルータ２４０Ａ，２４０ＢのＢＳＳＩＤとをＢ
ＳＳＩＤリスト（親機接続ルータ情報）としてスマートフォン２５０に送信する。スマー
トフォン２５０は、ドアホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤリストをメモリ２５２
に記憶する。スマートフォン２５０は、いずれかの無線ルータに接続された場合に、その
無線ルータ２４０Ａ又は無線ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤが、ドアホン親機２１０から送
信されたＢＳＳＩＤリスト中に含まれた場合に、ドアホン親機２１０との間を宅内接続モ
ードで無線接続する。
【０１２２】
　これにより、宅内において、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０及び携帯回線網
ＮＷを使用しなくても、有線ルータ２３０に接続された無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂの
うちいずれかに接続されたスマートフォン２５０との間で無線接続することができる。ま
た、ユーザは、無線ルータ２４０Ａ，２４０Ｂをアクセスポイントモードに設定し、いず
れかの無線ルータとスマートフォン２５０とを接続するだけで、ドアホン親機２１０とス
マートフォン２５０との間の無線接続モードを宅内接続モードで動作させることができる
。従って、ドアホン親機２１０の無線接続先を簡単に増やすことができ、ドアホンシステ
ム２００Ａの増設が簡単に可能となる。また、ドアホン親機２１０が属する無線ＬＡＮに
複数の無線ルータが存在している場合、スマートフォン２５０がいずれの無線ルータに接
続しても宅内接続モードで動作させることができる。
【０１２３】
　つまり、宅内において、スマートフォン２５０が無線接続される無線ルータ（例えば無
線ルータ２４０Ｂ）とドアホン親機２１０とが直接に接続されていない状況下でも、スマ
ートフォン２５０とその無線ルータ（例えば無線ルータ２４０Ｂ）との接続の変更なく、
ドアホン親機２１０に接続される有線ルータ２３０を介して無線ルータの情報をドアホン
親機２１０が登録することで、ドアホン親機２１０とスマートフォン２５０との間で無線
ルータ２４０Ｂを介して相互に無線通信できる。これにより、ドアホンシステム２００Ａ
は、通信費用の増大を抑制するとともに、宅内接続モードを利用できるという点でユーザ
の使い勝手を向上することができる。
【０１２４】
　さらに、有線ルータ２３０の下に複数の無線ルータ（例えば無線ルータ２４０Ａ，２４
０Ｂ）が存在し、いくつかの無線ルータがドアホン親機２１０に直接に接続されていない
場合を想定する。この場合でも、ドアホン親機２１０がそれらの無線ルータのＢＳＳＩＤ
を探索してＢＳＳＩＤリストに加えることで、スマートフォン２５０は、無理に現在の接
続先である無線ルータ（例えば無線ルータ２４０Ｂ）から他の無線ルータ（例えば無線ル
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ータ２４０Ａ）に無線接続を切り替えなくても、ＢＳＳＩＤリストの中のいずれかの無線
ルータ（現在の接続先である無線ルータを含む）と接続していることで、宅内接続モード
で動作可能となる。
【０１２５】
　また、スマートフォン２５０は、メモリ２５２に記憶した無線ルータ２４０Ａ又は無線
ルータ２４０ＢのＢＳＳＩＤが、ドアホン親機２１０から送信されたＢＳＳＩＤリスト中
に含まれない場合でも、ドアホン親機２１０との間を宅外接続モードで無線接続する。宅
外接続モードで接続される場合でも、ユーザは、スマートフォン２５０からドアホン親機
２１０に対して一定の操作を行うことができる。また、宅外接続モードである場合、ユー
ザは家宅から離れた場所にいる状況が想定される。宅外接続モードでは、宅内接続モード
と比べて、できる操作が制限されることで、却って、ユーザの利便性が向上する場合もあ
る。例えば解錠を不可とすることで、ユーザが誤って解錠してしまい、犯罪が起こり易く
なる状況を回避できる。
【０１２６】
　また、ドアホン親機２１０は、有線ルータ２３０のＢＳＳＩＤと有線ルータ２３０に接
続される無線ルータ２４０Ａ，２４０ＢのＢＳＳＩＤとを定期的に取得する。これにより
、ドアホン親機２１０は、ユーザによって無線ルータが有線ルータ２３０に新規に接続さ
れた場合でも、無線ルータのＢＳＳＩＤを自動的に取得できる。従って、ドアホン親機２
１０は、最新のＢＳＳＩＤリストに更新でき、ドアホンシステム２００Ａに無線ルータを
容易に増設できる。
【０１２７】
　また、ドアホン親機２１０は、ＢＳＳＩＤリストを定期的にスマートフォン２５０に送
信する。これにより、スマートフォン２５０は、ドアホン親機２１０から最新のＢＳＳＩ
Ｄリストを取得でき、ＢＢＳＩＤリストに含まれるいずれかの無線ルータと接続すること
で、容易に宅内接続モードでドアホン親機２１０との間で無線接続が可能である。
【０１２８】
（変形例１）
　上述した第１及び第２の各実施形態では、本発明に係るホームネットワークシステムと
して、ドアホンシステムを例示して説明した。以下の、変形例１では、宅内において、人
の出入りを監視するための宅内監視システムを例示して説明する。
【０１２９】
　図１０は、変形例１における宅内監視システムの構成の概略例を示す図である。図１１
は、図１０に示す宅内監視システム５における親機の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。図１０に示す宅内監視システム５は、例えばユーザの宅内８に設置されており、固
定電話機の親機１０と、２台のコードレス子機２０Ａ，２０Ｂと、２台のカメラ３０（例
えば屋内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）と、各種のセンサ４０（例えば人感センサ４
０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，窓センサ４０Ｄ）と、スマートプラグ８０と、センサー
ライト９０と、スマートフォン５０とを少なくとも含む構成である。なお、この宅内監視
システム５を構成する各種の電気機器は一例であり、種々の態様に変更可能である。例え
ば宅内監視システム５を構成する電気機器の中には、親機１０との間で無線通信（例えば
後述するＤＥＣＴの無線通信方式を用いた無線通信）が可能な冷蔵庫、電子レンジ、エア
ーコンディショナ等のホームアプライアンス機器が含まれても構わない。
【０１３０】
　以下、宅内監視システム５の構成機器について、順次説明する。
【０１３１】
　親機１０は、宅内監視システム５の各種の構成機器との通信に関するゲートウェイとし
ての役割を有する。つまり、親機１０は、宅内監視システム５の全体の動作を制御する制
御装置であり、例えばＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）の無
線通信方式を用いて、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂ、カメラ３０、センサ４０、スマー
トプラグ８０、センサーライト９０等と無線通信可能に無線接続される。
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【０１３２】
　また、親機１０は、有線で固定電話網８５に接続され、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂ
と他の固定電話機８００との間で通話を可能とするための仲介処理を行う。なお、親機１
０は、他の固定電話機８００との間で直接に通話を行ってもよい。また、親機１０は、差
込口１０ａに挿入されたコードレス子機２０Ａを充電する機能を有する。
【０１３３】
　コードレス子機２０Ａ，２０Ｂは、ＤＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続され
、親機１０との間で無線通信（通話も含む）が可能である。以下、２台のコードレス子機
２０Ａ，２０Ｂを区別する必要が無い場合、コードレス子機２０と総称する。
【０１３４】
　各種のセンサ４０（例えば人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，窓センサ４０
Ｄ）は、ＤＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続される。図１０及び図１１では、
センサとして、例えば窓の開閉を検出する窓センサ４０Ｄ、煙を感知する煙センサ４０Ｃ
、赤外線によって人物を感知する人感センサ４０Ａ、４０Ｂが用いられる。以下、これら
のセンサの種類を区別する必要が無い場合、センサ４０と総称する。また、後述するよう
に、カメラ３０に内蔵された赤外線センサ３１３も、人感センサとして用いられる。
【０１３５】
　２台のカメラ（例えば屋内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）は、通話機能を有し、Ｄ
ＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続され、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂとの間
で通話が可能である。図１０及び図１１では、カメラとして、屋外を撮像する監視カメラ
３０Ｂ、宅内８を撮像する屋内カメラ３０Ａが用いられる。以下、カメラの種類を区別す
る必要が無い場合、カメラ３０と総称する。
【０１３６】
　スマートプラグ８０は、ＤＥＣＴを用いた無線通信機能を有し、ＤＥＣＴの無線通信方
式で親機１０と無線接続される。スマートプラグ８０は、親機１０から送信される指示に
従い、スマートプラグ８０自身に接続された各種の電気機器（例えばエアーコンディショ
ナ、ホームアプライアンス機器、照明器具、カメラ３０、センサ４０）に電力を供給する
商用交流電源又は直流電源の通電又は遮断を切り替える。
【０１３７】
　センサーライト９０は、監視エリア（例えばユーザの自宅の屋内、自宅の敷地内の庭、
玄関）に居る人物の動きを検知し、夜間等で周囲が暗いと、点灯して監視エリアの周囲を
照明する。なお、センサーライト９０の輝度は、監視エリアを明るく照明できる程度に高
くてもよいし、警告灯として使える程度に低くてもよい。センサーライト９０は、ＤＥＣ
Ｔを用いた無線通信機能を有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０と無線接続さ
れる。センサーライト９０は、親機１０を介してスマートフォン５０からセンサーライト
９０の動作条件を任意に設定可能である。センサーライト９０の詳細については後述する
。
【０１３８】
　センサーライト９０は、ユーザの自宅の敷地内の防犯用途に限定されず、店舗、工場、
オフィス等の事業所のうちいずれかにおける防犯用途として使用されてもよいことは言う
までもない。また、センサーライトは、防犯目的として使用されず、設置場所を行き来す
る人に対する使い勝手を向上するために使用されるものであっても構わない。
【０１３９】
　携帯電話端末としてのスマートフォン５０は、例えば３Ｇ（第３世代）、ＨＳＰＡ（Hi
gh Speed Packet Access）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等の各種の無線通信方式を
用いた携帯電話網７５を介して、他の携帯電話機７０や他のスマートフォン等（不図示）
と無線接続して無線通信できる。
【０１４０】
　上記構成を有する宅内監視システム５において、スマートフォン５０を増設する際、親
機１０に対し、スマートフォン５０を宅外接続モードで動作させる、或いは宅内接続モー
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【０１４１】
　以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限
定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても
当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１４２】
　例えば、親機として、第１及び第２の各実施形態ではドアホン親機を示し、変形例１で
は固定電話機の親機を示したが、この他、ファクシミリ装置の親機、ホームシアターシス
テムの親機、在宅支援システムの親機等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明は、宅内において、携帯電話端末が無線接続される無線ルータと親機とが直接に
接続されていない状況下でも、携帯電話端末と無線ルータとの接続の変更なく、親機に接
続される有線ルータを介して無線ルータの情報を親機が登録することで、親機と携帯電話
端末との間で無線ルータを介して相互に無線通信でき、通信費用の増大を抑制するととも
にユーザの使い勝手を向上するホームネットワークシステム、電話装置及び接続先同期方
法として有用である。
【符号の説明】
【０１４４】
　２００，２００Ａ　ドアホンシステム
　２１０　ドアホン親機
　２１１，２５１　制御部
　２１２　動作モード切替部
　２１３　通知部
　２１４　ＡＰ探索部
　２１５　登録部
　２１６，２５２　メモリ
　２１７　パケット構成部
　２１８　データ抽出部
　２１９，２２０　バッファ
　２２１，２５３　切替スイッチ
　２２２，２５４　無線ＬＡＮ通信部
　２２３　ケーブル接続部
　２２５，２６４　タッチパネル
　２２６，２５７　スピーカ
　２２７　操作ボタン
　２２８，２５８　マイク
　２３０　有線ルータ
　２４０，２４０Ａ，２４０Ｂ　無線ルータ
　２５０　スマートフォン
　２５５　携帯回線網無線部
　２５６　音声インターフェース（Ｉ／Ｆ）
　２５９　ディスプレイ
　２６０　玄関子機
　２６１　登録部
　２６２　無線接続切替部
　２６３　接続部
　２６５　ドアホン子機
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